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は じ め に

誰もが安心して必要な医療を受けることのできる国民皆保険制度

の下、我が国は世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を実現して

まいりました。

しかしながら、急速な少子高齢化の進展により、平成47年には

国民の５人に１人が75歳以上の後期高齢者になると推計される等、

今後、医療費の大幅な増加が見込まれています。

この様な環境の変化の中で、今後も国民皆保険を堅持していくためには、国民の生活の

質の維持・向上を確保しつつ、医療費が過度に増大しないようにしていく必要があること

から、平成18年の医療制度改革により「医療費適正化計画」の制度が創設されました。

群馬県においても平成20年度を始期とする第１期計画を策定し、様々な取組を進めてま

いりましたが、この度、この計画が終期を迎えることから、第２期計画を策定することと

なりました。

第２期計画では、メタボリックシンドロームの該当者の減少に向けた取組やたばこ対策

等により生活習慣病の予防を進めるとともに、医療機関の機能分化・連携等を通じた平均

在院日数の短縮や後発医薬品の使用促進等を行い、効率的な医療の提供を進めることとし

ています。

今後も本計画に基づき、県民の健康を守り、安全で質の高い医療を提供してまいりたい

と考えておりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定に当たり、熱心にご議論いただきました「群馬県医療費適正化計

画策定に係る懇談会」の委員の皆様、並びに貴重なご意見をお寄せいただきました皆様に

対し、心より感謝申し上げます。

平成２５年３月

群馬県知事
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